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最低賃金の履行確保に係る監督指導結果を発表します

～最低賃金違反率は17.1％、最低賃金額の不知は21.1％～

長野労働局（局長：三浦 栄一郎）では、最低賃金の履行確保を図るため、毎年１月か

ら４月に県内の９労働基準監督署において、最低賃金に近い賃金額で働く労働者が多いと

考えられる業種等の事業場に対し集中的な監督指導を実施しています。

今回、その結果を取りまとめましたので、公表します。

長野労働局では、今回の監督結果等を踏まえ、引き続き、集中的な監督指導の実施や改

正された最低賃金額の周知を図ってまいります。

また、賃金の引上げに向け、各種賃金引上げに関する情報の提供のほか、業務改善助成

金をはじめとする各種支援制度の活用勧奨を行ってまいります。

１ 令和６年の監督指導実施事業場数

① ３３４事業場 うち、最低賃金法違反のあったもの ５７事業場 （全体の１７．１%）
（令和５年は、１８．２％。 １．１ポイント減少） （別紙 図表１ ）

② 違反事業場の最低賃金額以上を支払っていなかった理由 （別紙 図表７ ）

「最低賃金の改定（金額・発効日）を知っていたが賃金の改定をしていなかった」

（１７事業場、２９．８％）

「適用される最賃額を知らなかった」 （１２事業場、２１．１％）

「賃金を時間額に換算して比較していなかった」 （ １０事業場、１７．５％）

２ 監督実施事業場の最低賃金未満の労働者の状況

長野県最低賃金未満者１４７人のうち

① 女性が９６人 （６５．３％） （別紙 図表２ ）

② ６５歳以上が３３人 （２２．４％） （別紙 図表３ ）

③ 労働者の特性をみると、いわゆる非正規労働者

（パート、アルバイト、契約社員、嘱託） が１２４人 （８４．４％） （別紙 図表４）

【 ポイント 】

確かめよう
最低賃金！

～安心して働ける信州のために～

長野労働局
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３ 監督実施事業場の業種別違反率 （別紙 図表５）

違反率 （監督実施事業場数） （違反事業場数）

製造業 ２３．０％ （６１） （１４）

卸・小売業 １６．０％ （１０６） （１７）

生活関連サービス業、娯楽業 １８．８％ （４８） （ ９）

宿泊業、飲食サービス業 １３．８％ （５８） （ ８）

４ 監督実施事業場の最低賃金の周知効果 （別紙 図表６）

監督を実施した３３４事業場のうち、

「改訂後の最低賃金額を知っている」

２８４事業場 （８５．０％）

「改訂後の最低賃金額は知らないが、最低賃金が適用されることは知っている」

４４事業場 （１３．２％）

「最低賃金が適用されることを知らなかった」

６事業場 （ １．８％）
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１ 改定後の最低賃金についての幅広い周知 （別添 資料１）
① 地方自治体の広報誌・ホームページへの掲載要請
② 長野駅、駅前広場での周知広報活動
③ 経営者団体、業種別事業者組合等への傘下事業主への周知要請
④ 周知用ポスターデザインコンテストの開催
⑤ コンビニエンスストアへのポスター掲示依頼
⑥ 法令違反事業場に対し次回改訂後の最低賃金額のポスター、リーフレット等

の送付

２ 最低賃金の履行確保を図るため、最低賃金に近い賃金額で働く労働者が多いと
考えられる業種等の事業場に対する監督指導の実施

３ 賃金引上げに関する各種情報提供及び「業務改善助成金」その他各種支援措置
の周知 （別添 資料２～４）

【 今後の取り組み 】

【 資料 】
1. 長野県の最低賃金 リーフレット
2. 賃金引上げ特設ページ リーフレット
3. 業務改善助成金リーフレット及び
長野県上乗せ支給制度リーフレット

４ 最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者
への支援施策リーフレット

５ 最低賃金に係る関係法条文
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図表1 最低賃金監督実施結果

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

監督実施事業場数 270 277 280 324 334

最賃支払義務違反事業場数 39 28 38 59 57

違反率 14.4% 10.1% 13.6% 18.2% 17.1%

監督実施事業場の労働者数 4,154 3,989 2,946 2,746 3,792

同上のうち最賃未満労働者数 132 83 115 106 147

長野県最低賃金額 848 849 877 908 948

引上額 27 1 28 31 40

改定日 R元.10.4 R2.10.1 R3.10.1 R4.10.1 R5.10.1

図表２
男女別最低賃金未満の労働者数

図表３
年齢階層別最低賃金未満の労働者数

男性

51人

（34.7％）女性

96人（65.3％）

合計：147人
（監督対象全労働者数(3,792人)
の割合：3.9％）

～17歳・1人（0.7％） 18～19歳・

5人（3.4％）

20～29歳

24人（16.3％）

30～39歳

16人（10.9％）

40～49歳

11人（7.5％）
50～59歳

28人（19.0％）

60～64歳

29人（19.7％）

65歳～

33人（22.4％）

合計：147人

図表４ 最低賃金未満者 勤務形態別内訳

非正規労働者

124人 （84.4％）

正規労働者

23人

（15.6％）

パート

99人（79.8％）

アルバイト

17人（13.7％）

契約社員

7人（5.6％）

嘱託

1人 （0.8％）
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図表5 監督実施事業場の業種別違反率

監督実施事業場数 違反事業場数 違反率

製造業 61 14 23.0%

卸売業、小売業 106 17 16.0%

生活関連サービス業、娯楽業 48 9 18.8%

宿泊業、飲食サービス業 58 8 13.8%

その他 61 9 14.8%

合 計 334 57 17.1%

図表６ 監督実施事業場の最低賃金に対する認識

認識 事業場数 割合

改訂後の最低賃金額を知っている 284 85.0%

適用される最低賃金額を知らない 50 15.0%

改訂後の最低賃金額は知らないが、最低賃金が適用
されることは知っている

44 13.2%

最低賃金が適用されることを知らなかった（最低
賃金の存在を知らなかった）

6 1.8%

（注） 割合は、監督実施事業場数（334）に対する割合（％）である。

図表７ 違反事業場の最低賃額金以上を支払っていなかった理由
（複数回答）

理由 事業場数 割合

最低賃金の改定（金額・発効日）を知っていたが賃金の
改定をしていなかった。

17 29.8%

適用される最賃額を知らなかった。 12 21.1%

賃金を時間額に換算して比較していなかった。 10 17.5%

売上減・コスト増により最賃額を支払うことができなかった。 5 8.8%

労働者から最賃額未満でも働かせてほしいとの申出があり、
合意があれば最賃額未満でもよいと思っていた。

3 5.3%

高齢者には適用されないと思っていた。 2 3.5%

労働能力が低い場合は適用されないと思っていた。 2 3.5%

最低賃金の減額の特例許可の更新申請を怠っていた。 1 1.8%

その他 19 33.3%

（注１ ）割合は、違反事業数（57）に対する割合（％）である。
（注２） 複数回答可のため、事業場数の合計は違反事業数（57）を超え、割合も１００％を

超える。
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最低賃金に係る関係法条文

○ 最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）

（最低賃金額）
第３条 最低賃金額（最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によって

定めるものとする。

（最低賃金の効力）
第４条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払

わなければならない。
２ 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない
賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった
部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

３・４項（略）

（最低賃金の減額の特例）
第７条 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次

に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に
労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額によ
り第４条の規定を適用する。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
二 試の使用期間中の者
三 職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第２４条第１項の認定を受けて行われ
る職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内
容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの

四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

（地域別最低賃金の決定）
第１０条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は

地方最低賃金審議会（以下「最低賃金審議会」という。）の調査審議を求め、その意見
を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。

２項（略）

（地域別最低賃金の改正等）
第１２条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金について、地域における労働

者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると認める
ときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をしなければならない。

（特定最低賃金の決定等）
第１５条 労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところに

より、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用
される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金（以下「特定最低賃金」という。）の
決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは
廃止の決定をするよう申し出ることができる。

２・３・４・５項（略）

第１６条 前条第２項の規定により決定され、又は改正される特定最低賃金において定める最低
賃金額は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について
決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない。

（罰則）
第４０条 第４条第１項の規定に違反した者（地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金

に係るものに限る。）は、５０万円以下の罰金に処する。

資料５


